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監査の種類 
 

● 監査等の種類 

 
１．一般監査 
（１）財務監査 
ア 定期監査 
イ 随時監査 

（２）行政監査 
２．特別監査 
（１）直接請求に基づく監査 
（２）議会からの請求に基づく監査 
（３）市長からの要求に基づく監査 
（４）財政援助団体等の監査 
（５）住民監査請求に基づく監査 

※【住民監査請求の手引】を参照 
（６）職員の賠償責任に関する監査 
３．決算審査 
４．例月出納検査（現金出納検査） 
５．指定金融機関等の監査 
６．基金運用状況審査 
７．健全化判断比率等の審査  
 
 

● 定期監査・随時監査・行政監査 

 
（１）財務監査 
ア 定期監査 
   毎会計年度少なくとも１回以上期日を定めて、市の機関における「財務に関する事務（収入、

支出、財産管理等の事務）の執行」と「経営に係る事業（公営企業など収益性を有する事業）

の管理」を監査するものです。（地方自治法第１９９条第１項、第４項） 
 
イ 随時監査 
   監査委員は必要があると認めるときは、随時、財務に関する監査を行うことができます。 
  監査の対象は、定期監査と同様です。（地方自治法第１９９条第５項） 
 
（２）行政監査 
  公正で能率的な行政の確保に対する住民の関心の高まりなどに伴い、平成３年の地方自治法の

改正により、新たに監査委員の職務に加えられたもので、定期監査と異なり、事務処理手続、行

政運営など一般行政事務（一部のものを除く。）を幅広く監査対象とするものです。 
（地方自治法第１９９条第２項） 
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● 特別監査 

 
（１）直接請求に基づく監査 
  選挙権を有する者は、その総数の 50 分の１以上の者の連署をもって、その代表者から監査委
員に対し、市の事務の執行について監査を請求することができます。請求があったときは、監査

委員は直ちにその要旨を公表し、監査を行います。（地方自治法第７５条第３項） 
 
（２）議会からの請求に基づく監査 
  議会は、監査委員に対し、市の事務（一部のものを除く。）の執行に関して監査を求め、監査

の結果に関する報告を請求することができます。（地方自治法第９８条第２項） 
 
（３）市長の請求に基づく監査 
  監査委員は、市長から要求があったときは、市の事務の執行に関し監査を行います。 
（地方自治法第１９９条第６項） 

 
（４）財政援助団体等の監査 
  監査委員は、必要があると認めるとき、または市長から要求があったときは、市が補助金、交

付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体や、資本金の 4分の 1以上を出資して
いる団体、公の施設の管理を委託している団体などについて、事業目的どおりに適正にかつ効率

よく執行されているかを監査することができます。（地方自治法１９９条第７項、第９項） 
 
（５）住民監査請求による監査 
  市民は、市長や市職員について、次に掲げる事実がある（相当の確実さで予測される場合を含

む。）と認めるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができま

す。 
  ア 違法又は不当な公金の支出 
  イ 違法又は不当な財産の取得・管理・処分 
  ウ 違法又は不当な契約の締結・履行 
  エ 違法又は不当な債務その他の義務の負担 
  オ 違法又は不当に公金の賦課・徴収を怠る事実 
  カ 違法又は不当に財産の管理を怠る事実 
  請求の期限は、当該行為があった日又は終わった日から原則１年以内です。 
  請求が受理されると、監査委員は監査を行い、60日以内に結果を請求人に通知するとともに、 
 公表します。（地方自治法第２４２条第３項、第４項、第５項） 
 ※【住民監査請求の手引】を参照 
 
（６）職員の賠償責任に関する監査 
  市長は、出納職員等が故意又は重大な過失により、保管現金等を亡失又は毀損したとき、ある

いは法令に違反した支出負担行為等により市に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、

その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めることとさ

れています。（地方自治法第２４３条の２第３項、地方公営企業法第３４条） 
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● 決算審査 

 
 決算審査には、普通会計（一般会計及び特別会計）に関するものと公営企業会計に関するものが

あります。いずれも決算書その他の証書類について調査するとともに、定期監査や例月出納検査等

の結果を参考にして、適正かつ効率的な予算の執行がなされているかといった観点から審査を行い、

審査意見を市長に提出します。（地方自治法第２３３条第２項、地方公営企業法第３０条第２項） 
 
 

● 例月出納検査（現金出納検査） 

 
 普通会計や公営企業会計の現金の出納について毎月検査を行い、その結果を市議会議長及び市長

に提出しています。（地方自治法第２３５条の２第１項） 
 
 

● 指定金融機関等の監査 

 
 監査委員は、必要があると認めるとき又は市長若しくは管理者からの要求があったときは、指定

金融機関等の監査を行うことができます。 
（地方自治法第２３５条の２第２項、地方公営企業法第２７条の２第１項） 
 
 

● 基金運用状況審査 

 
 基金のうち、特定の目的ために定額の資金を運用するものの運用状況の審査を行い、審査意見を

市長に提出します。（地方自治法第２４１条第５項） 
 
 

● 健全化判断比率等の審査 

 
 市長は、毎年度、健全化判断比率を監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告し、公

表しなければならないとされています。 
 また、市長は、毎年度、地方公営企業の資金不足比率を監査委員の審査に付し、その意見を付け

て議会に報告し、公表しなければならないとされています。 
（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項、第２２条第１項） 
 
【健全化判断比率】 
 （１）実質赤字比率：一般会計等の実質赤字額の標準財政規模に対する比率 
 （２）連結実質赤字比率：全会計の実質赤字額の標準財政規模に対する比率 
 （３）実質公債費比率：一般会計等が負担する元利償還金等の標準財政規模に対する比率 
 （４）将来負担比率：一般会計等が将来負担すべき実質的負債の標準財政規模に対する比率 
 
【資金不足比率】 
地方公営企業ごとの、資金不足額の事業規模に対する比率 

 
 健全化判断比率等の審査は、市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率について、そ

の算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に算定・作成されているかどうかを確認するもので

す。 


